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経
営
協
議
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献
度
の
成
立

北
支
日
系
逼
貨
に
就
て

ア
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リ
カ
経
済
の
愛
蓮
と
通
貨
論
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統
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統
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・
統
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と
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縦
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興
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銀
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勘
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の
増
減
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:
ー
総
壁
画
一
士
小
島
昌
太
郎

新
着
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五
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昭
和
十
二
年
一
月
殺
行

地
方
偉
業
税
り

課
税

;i'r~ 

よ
回
ヤ

王
山
中

y=i 

lE 

劃主

緒

言

迭
に
地
方
の
町
営
業
税
と
い
ふ
中
に
は
、
道
府
腕
利
特
別
税
た
る
偉
業
硫
ば
か
り
で
友
〈
.
園
税
叫
営
業
牧
益
税
に
針
す
る
地
方
よ
り
し

て
の
附
加
稔
を
も
含
む
。
地
方
に
亡
か
け
ら
れ
る
管
業
課
税
を
虞
く
志
味
す
る
の
で
あ
る
ロ
そ
れ
で
我
邦
に
て
は
法
人
に
直
接
地
方

管
業
税
は
か
L
ら
な
い
が
、
先
づ
以
て
此
に
園
税
管
業
牧
袋
枕
が
か
け
ら
れ
る
。
此
税
法
施
行
地
に
笹
業
場
を
有
つ
法
人
に
は
闘
税

替
業
牧
盆
慌
が
課
せ
ら
れ
、
共
結
果
と
し
て
一
初
め
て
地
方
か
ら
附
加
読
が
か
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
個
人
営
業
に
あ
り
て
は
、
共
の
一

特
に
指
定
さ
れ
た
る
十
九
種
の
営
業
(
邸
ち
物
品
販
賓
業
、
銀
行
業
、
無
蓋
菜
、
金
銭
貸
付
業
、
物
口
間
貸
付
業
、
製
法
業
、
運
送
業

倉
庫
業
‘
請
負
業
、
印
刷
業
、
出
版
業
、
青
局
員
業
、
席
貸
菜
、
放
人
宿
業
、
料
理
屈
業
、
周
旋
業
、
代
理
業
、
仲
立
業
、
問
屋
業
)

地
方
替
業
枕
白
課
積
標
準

第
四
十
四
巻

第
一
一
読



地
方
替
業
稔
の
課
税
標
準

第
四
十
四
巻

第
一
一
抗

を
芳
し
く
税
法
施
行
地
に
営
業
揚
を
有
ち
て
替
む
も
の
に
し
て
純
径
四
百
国
以
上
の
も
の
に
は
、
園
税
営
業
牧
続
税
が
か
L
り
、
随

っ
て
地
方
か
ら
此
に
附
加
税
を
課
す
る
こ
と
k

左
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
道
府
牒
管
業
税
は
、
個
人
営
業
、
中
氏
就
き
て
、
前
記
十

九
種
の
替
業
に
し
て
前
記
免
税
結
以
下
の
も
の
と
、
十
九
種
以
外
の
偉
業
に
し
て
特
に
指
定
さ
れ
た
る
種
類
の
も
の

(
運
河
菜
、
筏

橋
業
、
船
舶
碇
繋
揚
業
、
貨
物
陸
揚
揚
菜
、
雨
替
業
、
湯
屋
業
、
理
髪
菜
、
寄
席
議
、
遊
技
揚
菜
、
遊
覧
一
州
業
、
妻
妓
置
屋
業
)
と
へ

課
せ
ら
れ
る
。
だ
か
ら
大
般
か
ら
い
ふ
と
、

比
較
的
に
大
た
替
業
に
は
地
方
従
は
闘
税
へ
の
附
加
税
と
し
て
課
せ
ら
れ
、
小
営
業
に

:
b
1
6
7
!
f
lト

:

a

'

!内
〉

:

同
月
へ
て
地
主
f

限
引
un
泊
泊

L
之
r
L

で
ま
と

で
大
皆
川
一
見
に
し
℃
地
方
特
別
枕
の
か
L

る
の
は

組
め
て
例
外
に
脇
寸
る
も
の
と

し
て
良
い
c

そ
し
て
之
か
課
税
の
仕
方
に
は
風
税
と
地
方
税
と
で
宕
エ
寸
む
判
定
が
彦
り

誤
杭
椋
準
に
も
若
干
の
相
誌
が
あ
あ
。
そ

し
て
又
地
方
特
別
税
と
し
て
取
る
も
の
に
て
は
、
相
営
に
地
方
税
の
特
質
を
考
慮
し
て
定
め
て
居
る
の
亡
が
、
国
税
附
加
税
と
し
て

取
る
方
に
て
は
、
基
本
税
た
る
園
税
に
於
て
園
税
と
い
ふ
志
場
の
み
か
ら
之
を
考
へ
て
定
め
、
地
方
附
加
税
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ

て
居
ら
ぬ
と
い
ふ
嫌
が
あ
る
。
此
賠
を
特
に
十
分
考
慮
に
入
れ
て
税
法
を
改
良
す
る
と
と
が
必
要
と
信
ゃ
る
の
で
、
誌
に
共
課
税
椋

市
に
つ
い
て
の
卑
見
を
開
陳
し
ゃ
う
と
思
ふ
。

第
一
段

現
行
地
方
醤
業
課
税
標
準
と
其
批
判

一
現
行
法
制
に
於
け
る
課
税
槙
準

室
長
営
業
税
に
於
け
る
課
枕
標
準
!
と
し
て
は
、
川
管
業
主
純
袋
、
所
得
)
か
、
間
外
形
標
準
(
牧
入
金
調
、
資
本
金

か
、
は
定
額
か
の
三
の
中
の
何
れ
か
を
、
政
府
の
許
可
を
得
て
採
る
と
と

初
、
健
業
用
建
物
の
賃
貸
債
格
、
若
く
は
従
業
者
の
教
)



-
h

た
る
。

同
国
税
替
業
牧
篠
税
へ
の
附
加
税
に
於
け
る
課
税
標
準
此
は
本
税
た
る
園
税
管
業
牧
毎
税
の
に
従
ふ
の
で
あ
り
、
共
は
叉
、

す
べ
て
純
毎
に
よ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
別
に
日
ん
に
つ
き
で
選
捧
の
徐
地
は
た
い
の
で
あ
る
。
た
で
純
錠
と
い
ふ
て
も
、
い
法
人

や
大
個
人
偉
業
で
は
、
相
山
口
同
の
簿
記
が
備
は
る
の
で
、
ー
に
よ
り
て
精
密
に
計
算
せ
ら
れ
て
、
賞
際
の
純
谷
か
、
乃
至
、
共
れ
に
近

い
も
の
に
よ
る
こ
と
に
友
る
が
、
ろ
中
小
個
人
比
営
業
に
て
は
、
此
簿
記
が
概
し
て
不
完
全
で
あ
り
、
北
(
れ
に
の
み
信
頼
し
難
く
、
随

ふ
て
、
賓
際
に
は
、
先
づ
北
ハ
純
日
祉
を
推
定
す
る
の
土
豪
と
し
て
、
牧
入
金
額
又
は
賓
と
金
額
を
押
へ
て
、
共
さ
へ
も
必
や
し
も
費
補

ヒ
闘
ト
抗
/
¥

J
j
d
t一

凡
q
f
A
け
推
定
、
γ
一
ド
し
一
日
之
を
定
め
、

共
焼
却
を
ば
舵
忠
一
利
銑
I
C

し
て

jι 

ら

一
定
の
推
定
費
削
訓
合
を
ザ
土
り
て
、

(二)係
(Al J主用

(い)共批す
(1) 園長'¥，1) る
公税:所 乙
干附(
課加里 Ic 
税税 11 た
上に主主 る

l骨量 2 
露首 号

、< 詰

際。

純
錠
又
t :l: 
f位
JI: 
純
:fsr.. 

M
W
特
に
賓
際
純
徒
に
よ
る
も
の
1
i
l悶
税
営
業
牧
谷
税
、
随
っ
て
共
附
加
税
に
於
で
純
径
を
課
税
畑
町
準
と
す
る
の
は
、
い

ふ
吉
で
も
た
く
.
此
を
以
て
舷
能
公
平
の
上
か
ら
し
て
最
良
の
標
準
と
し
た
矯
め
で
あ
り
、
北
(
は
淘
に
共
通
り
で
あ
る
。
芳
も
其
れ

に
て
外
M
M
M
知
準
を
用
ゐ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
幾
多
の
不
公
平
た
揚
合
に
出
合
百
ふ
た
で
あ
ら
う
。
買
上
高
に
よ
り
だ
れ
り
と
す
れ
ば
、
組

め
て
薄
利
に
て

E
舗
の
取
引
を
行
ふ
も
の
と
、

E
利
又
は
暴
利
を
牧
め
て
小
額
取
引
を
行
ふ
も
の
と
の
聞
に
あ
ま
り
に
も
大
な
不
公

地
方
待
業
慌
の
剤
師
陣
標
準

第
四
十
問
答

t存

競
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地
方
替
業
税
の
課
税
標
準

第
四
十
四
巻

第

競

四

四

平
を
来
た
す
で
あ
ら
う
。
従
業
者
の
数
に
よ
り
た
り
と
せ
ば
、
費
し
く
一
人
の
従
業
者
左
し
で
も
働
き
の
大
い
の
と
働
き
の
小
い
の

と
の
聞
に
は
、
純
ハ
仕
上
の
放
県
の
非
常
に
差
異
の
あ
る
の
を
無
税
す
る
と
と
に
な
り
、
此
で
は
公
平
と
は
い
へ
ね
。
底
舗
の
賃
貸
債

格
に
よ
る
と
し
て
も
、
立
汲
友
る
白
舗
を
有
ち
た
が
ら
小
取
引
、
小
利
釜
し
か
象
げ
得
ぬ
が
あ
り
、
粗
末
な
府
に
て
豆
大
友
る
取
引

を
鴻
し
、
豆
大
友
利
ハ
仕
を
牧
め
る
が
あ
る
の
で
、
共
に
よ
っ
て
も
公
平
と
は
た
ら
向
。
共
他
、
資
本
の
大
小
に
よ
り
て
も
同
し
で
あ

り
、
大
資
本
者
必
や
し
も
之
に
相
肱
し
た
利
徒
を
事
ぐ
る
n
t
限
ら
ぬ
。

外
移
標
準
に
て
は
、

企
業
者
醐
係
者
の
人
的
能
九

つ
ま
り
、

P
 

3
 

乃
日
立
努
力
の
如
何

ιよ
り
戸
-
純
絡
に
γ
町
田
火
山
ゼ
ル
ー
や
る
の
を
剣
山
川
「
る
も
の
を
必
り
、

見
ヱ
立
川
同
ゅ
は
川
野
乃
事
惨
と
よ
り
て
山
町
山
耐

FLZ

l

l

I

;

-

t

;
ー

ー

i
ー

同
舟
パ
を
生
や
る
の
を
も
見
逃
が
す
も
の
で
あ
る
。
幸
に
し
て
純
九
分
共
も
の
に
よ
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
此
等
一
切
の
動
凶
の
綜
合
結
県

に
上
る
と
と
を
得
て
、
民
に
樺
業
に
現
は
れ
た
る
力
に
日
除
や
る
こ
と
に
な
る
の
で
ち
る
。

川
推
定
純
絡
に
よ
る
も
の

l
l健
業
に
し
て
貫
際
純
徒
の
比
較
的
摘
み
易
き
も
の
は
共
に
よ
る
と
し
て
も
、
北
パ
の
摘
み
に

〈
4
p
d

所
の
中
小
商
工
業
に
な
る
と
、
勢
び
或
外
形
的
な
る
様
準
か
ら
の
推
定
を
川
ゐ
る
の
も
己
む
を
得
ぬ
と
と
で
あ
り
、
か
ミ
る
も

の
に
て
純
益
皮
を
推
定
す
る
の
は
不
満
足
な
が
ら
も
芯
ば
れ
る
こ
3

と
で
あ
る
。
そ
し
て
此
外
形
標
準
か
ら
の
推
定
に
よ
り
た
る
と
き

に
は
、
北
九
が
地
方
物
税
に
つ
い
て
課
税
物
件
が
北
地
方
の
後
遺
及
施
設
か
ら
受
〈
る
特
別
利
徒
に
底
A
Y
る
の
利
谷
原
則
的
公
医
を
加

味
す
る
と
い
ふ
上
よ
り
し
て
は
、
向
ら
に
夫
の
賞
際
純
径
K
よ
り
た
る
よ
り
も
一
目
肢
に
溺
切
た
る
も
の
と
た
る
事
を
得
る
。
若
も
此

に
て
民
の
賓
際
純
白
倫
の
み
に
よ
る
と
し
た
た
ら
ば
、
或
州
守
山
菜
に
て
は
賓
際
知
県
純
徒
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
何
等
の
一
本
税
も
、
随
っ
て

地
方
附
加
稔
も
か
k

ら
ぬ
こ
と
に
-
な
る
が
、
そ
れ
で
は
斯
か
る
皆
業
が
共
地
方
に
特
別
の
費
用
を
か
け
て
居
り
な
が
ら
、
之
に
つ
い

で
の
封
償
を
せ
む
と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
て
、
地
方
税
と
し
て
は
不
満
足
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ね
。
此
に
外
形
標
準
に
よ
り
て
推
定
純

Moll， Lehrbuch， S. 427・
Lob.， Fw. :2 Aufl. S. 426. Eh.eberg-Boesler， Grl1 n r1 ri~，~ rl. Fw. '7 AufL S. 103-104・
Lotz， ebenda. 
BrauCT. a.:l. O. S. 44. Terhal1e， Fw. S. 249. 
拙，租税研究八巻， 155・

tilj， li"JJi1i， 1155-156 
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径
が
計
算
さ
れ
る
と
ぎ
に
は
、
資
際
純
盆
に
よ
り
た
る
場
合
の
や
う
に
、
何
も
の
も
泣
き
こ
と
は
な
く
、
何
ほ
ど
か
の
負
携
は
す
る

こ
と
に
な
っ
て
、
臨
谷
主
義
の
加
味
に
は
合
す
る
を
得
る
。
此
は
其
を
ば
首
初
か
ら
期
し
て
定
め
た
の
で
は
友
く
、
己
む
を
符
ゃ
に

行
ふ
た
も
の
が
偶
々
此
副
作
用
を
矯
し
得
た
と
い
ふ
の
で
は
る
る
。

同
財
政
収
入
上
|
|
外
形
標
準
に
よ
る
と
き
に
は
、
此
税
か
ら
の
財
政
収
入
を
多
く
し
ゃ
う
と
す
れ
ば
、
自
ら
此
標
準
に
針

ず
る
税
率
が
相
常
高
く
な
っ
て
、
薄
利
な
管
業
者
に
と
り
て
は
、
北
ハ
が
大
な
陸
迫
と
な
っ
て
嵯
へ
ら
れ
ぬ
乙
と
に
な
る
。
之
を
下
げ

て
、
彼
等
、
薄
利
者
で
も
壌
へ
ら
れ
る
程
度
の
も
の
と
す
れ
ば
、
川
悦
卒
が
低
く
た
っ
て
.
厚
利
者
に
は
可
友
り
に
大
友
徐
力
を
残
し

〆
一
弘
司
M
E

税
牧
入
が
小
く
危
っ
て
必
要
注
る
牧
入
を
得
た
い
に
と
に
た
み
。
成
が
官
除
又
は
推
定
の
純
徒
に
よ
り
た
り
と
ナ
れ
は
、

E
利
h

在
感
げ
た
者
は
共
に
隙
じ
て
多
く
を
捨
ひ
、
薄
利
者
は
北
ハ
に
相
隠
し
て
鰹
い
負
捲
を
偽
し
得
て
、
慢
令
税
率
が
司
な
り
に
高
〈

て
も
、
凡
ペ
て
の
叫
営
業
者
が
、
随
っ
て
薄
利
者
も
が
犠
へ
ら
れ
る
。

標
準
に
よ
り
た
る
揚
合
よ
り
も
容
易
に
と
い
ふ
の
で
あ

zv

つ
ま
り
必
妥
牧
入
を
拳
ぐ
る
こ
と
が
‘
純
ハ
金
の
場
合
に
は
外
形

一
日
一
税
率
の
定
ま
り
た
る
後
.
年
々
の
財
政
必
要
に
臆
じ
て
税
李
を
媛

更
し
特
に
増
加
す
る
に
し
て
も
、
純
九
位
に
よ
る
の
で
は
共
幾
分
一
と
い
ふ
の
を
加
へ
る
だ
け
だ
か
ら
、
凡
ぺ
て
の
も
の
が
笹
へ
ら
れ

る
け
れ
ど
も
、
外
形
標
準
に
よ
り
で
は
、
共
少
々
の
増
峯
で
も
嘩
へ
ら
れ
む
と
い
ふ
と
と
が
起
り

9
、
随
っ
て
此
事
が
自
由
に
は
行
は

れ
ぬ
と
い
ふ
支
障
を
生
守
る
。

閉
経
済
政
策
上
外
形
襟
準
に
よ
る
と
き
に
は
、
縛
利
管
業
者
を
座
迫
す
る
こ
と
は
上
に
ち
い
ふ
通
り
だ
が
、
特
に
共
外

形
標
準
の
中
で
も
寅
上
高
に
よ
る
も
の
は
、
管
業
者
中
、
利
径
を
薄
く
し
て
折
角
勉
強
す
る
も
の
を
一
唐
不
利
と
す
る
の
訣
賭
が
る

り
、
純
益
に
よ
れ
ば
さ
う
い
ふ
こ
と
の
な
い
だ
け
、
経
済
上
勉
強
者
奨
励
と
た
る
@
随
つ
て
は
費
し
く
純
盆
に
よ
っ
て
も
、
推
定
に

地
方
替
業
枕
の
課
税
標
準

第
四
十
四
巻

五

:Ji. 

第

銃

拙，同前， 148. 
Terhalle， a. a. O. S. :!53・
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地
方
峠
営
業
稔
白
謀
挽
標
準

第
凶
十
四
谷

第
一
披

よ
る
も
の
.
印
ち
多
く
は
買
上
高
か
ら
推
定
す
る
も
の
は
、
此
賄
か
ら
い
ふ
て
矢
張
り
不
満
足
の
も
の
で
あ
る
。
尤
も
共
推
定
計
算

~ 

ノ、

ノ、

を
親
切
丁
寧
に
し
て
、
各
明
治
の
質
的
に
泊
す
る
や
う
に
行
へ
ば
此
誹
は
絞
め
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
か
ら
外
形
標
準
に
よ
る
と
き

に
は
、
利
続
も
な
い
の
に
又
は
北
ハ
少
い
の
に
貫
く
課
税
せ
ら
る
L
乙
と
L
も
な
り
得
て
、
共
偉
業
の
安
定
を
害
す
る
の
に
、
純
釜
に

よ
れ
ば
左
様
の
弊
容
の
少
い
と
い
ふ
乙
と
が
あ
る
。
特
に
外
闘
に
て
は
純
益
に
よ
り
て
課
し
て
居
る
の
に
、
此
聞
に
於
て
外
形
襟
準

に
よ
り
て
仙
川
な
京
い
負
捨
を
さ
し
て
居
る
と
き
に
は
、
往
々
に
し
て
外
闘
の
競
争
替
業
者
を
ば
内
閣
の
も
の
よ
り
も
有
利
友
ら
し

〉

》

j

』

・

通

h

:

1

3

f

》

Q

M
7
4
1
t
u

よ
と
J

j

t
泊
t
が
い
と

何
一
肌
λ
抑
H

政
策
上
ー
ー
か
ら
い
ふ
て
ト
仏
、
出
利
多
賓
と
い
ふ
と
と
は
均
炉
、
勝
昔
を
抑
制
し
て
世
曾
当
か
を
安
紫
訟
ら

L
t
る
も

の
だ
の
に
、
資
上
に
よ
る
所
の
外
形
標
準
に
て
は
此
に
反
す
る
こ
と
の
嫌
が
あ
り
、
純
盆
に
よ
っ
た
方
が
此
貼
か
ら
し
て
は
一
一
暦
良

ぃ
。
そ
し
て
買
上
か
ら
の
推
定
純
益
に
よ
る
も
の
も
外
形
標
準
課
税
と
費
し
き
非
難
を
受
け
る
。
そ
れ
か
ら
外
形
標
準
中
、
給
料
瀬

に
よ
る
も
の
に
五
り
で
は
給
料
抑
勝
の
嫌
が
あ
る
。
更
に
此
給
料
税
‘
更
に
は
従
業
者
数
に
よ
る
も
の
は
人
頑
税
的
に
な
る
嫌
も
あ

る。

(み)
道
J自:

l際
税

於
け
る

Uコ
選
捧

山
純
徒
に
よ
る
も
の

|

l
之
に
つ
い
で
は
、
前
記
の
も
の
が
や
削
る
か
ら
、
特
に
説
〈
要
は
な
い
の
で
あ
る
が
、

同
定
額
に
よ
る
も
の

同
経
済
政
策
及
行
政
上

l
l此
方
法
は
課
税
を
ば
最
簡
軍
に
行
は
う
と
い
ふ
行
政
便
宜
の
上
か
ら
出
た
の
で
あ
り
、
之
に

通
う
の
は
い
ふ
ま
で
も
友
く
、
特
に
此
の
適
用
さ
る
L
替
業
は
何
れ
、
小
友
管
業
で
る
る
か
ら
、
簿
記
は
不
完
全
で
あ
り
、
共
を
調
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ぺ
て
、
純
待
乃
至
外
形
標
準
を
定
め
る
こ
と
の
六
っ
か
し
い
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
此
方
法
は
か
L

る
も
の
に
は
特
に
遁
切
友
方
法

と
い
ふ
て
良
く
、
町
営
業
者
の
経
済
内
部
に
立
入
ら
ね
か
ら
、
彼
等
の
管
業
を
邪
魔
す
る
こ
と
た
き
を
得
る
と
い
ふ
利
釜
も
あ
る
。

向
公
平
課
枕
上
|
|
成
程
、
此
方
法
に
て
は
同
種
日
営
業
に
て
利
ハ
貨
に
犬
小
の
あ
る
の
に
之
を
無
四
附
し
て
課
す
る
か
ら
、

見
不
公
川
?
の
や
う
に
は
見
ゆ
る
が
、
小
日
営
業
の
閣
で
は
利
後
に
大
小
あ
り
と
い
ふ
て
も
、
犬
山
営
業
者
聞
の
如
く
そ
ん
な
に
大
差
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
ら
、
俄
令
共
に
て
精
密
に
い
へ
ば
不
公
平
だ
と
い
ふ
て
も
、
ま
づ
忍
ば
れ
る
度
の
不
公
平
と
い
ふ
て
良
い
。
特
に

又
利
従
原
則
加
味
の
拙
か
ら
い
ふ
と
、
此
方
法
に
よ
れ
ば
・
凡
ぺ
ご
の
管
業
が
小
額
な
が
ら
も
何
ほ
ど
か
課
税
せ
ら
れ
て
、
夫
の
貫

際
純
徒
に
よ
り
た
る
場
合
の
如
く
、
全
く
の
惜
…
純
訴
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
ふ
て
、

地
方
に
費
用
を
か
け
さ
せ
た
が
ら
も
、
何
等
の
地

方
迂
曲
目
fr-
ぜ
h
M
l

一
ハ
ふ
ゃ
う
立
r
h
h
-
K
土
な
く

K
り‘

j
d

』

1

1

1

:

j

l

世
方
市
市
拾
っ
同
注
目
i
h
川
円
川
宋
h
1

一翠
4
1
己
主
』

1
9
む
1

↓

iu
一

r
4
L
ノ
;
ー

!
1
4
7
1
L
i
l
i
-
-』

i

t

〆

Iζ

、。

一
7
、A
V

A

/

v
J
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ω牧
入
上
|
|
此
に
よ
れ
ば
牧
入
の
動
播
せ
ぬ
と
い
ふ
こ
と
が
共
一
の
長
所
と
い
へ
ば
長
所
で
あ
る
。

同
外
形
標
準
に
よ
る
も
の

同
課
税
技
術
上
1
|
此
方
法
の
出
殻
貼
は
課
税
技
術
上
の
一
便
宜
で
あ
る
。
元
来
、
皆
州
市
純
徒
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ

る
か
ら
、
之
を
見
出
さ
う
と
す
れ
ば
自
ら
に
官
民
の
間
に
紛
争
を
生
ビ
、
又
、
自
ら
吟
味
的
と
た
る
。
共
を
避
け
る
矯
め
に
、
此
方

法
を
生
じ
た
の
で
あ
る
@
此
な
れ
ば
争
議
が
少
く
て
済
む
と
し
て
還
ま
れ
た
の
で
あ
る
が
.
た
U
巾
に
つ
い
て
は
資
本
領
の
決
定
が

往
々
に
し
て
は
技
術
上
に
も
府
六
つ
か
し
い
。
そ
れ
で
も
此
が
大
鰐
判
明
す
る
こ
と
が
あ
り
、
此
が
判
れ
ば
共
に
よ
り
て
純
ハ
分
も
大

鑓
左
が
ら
推
定
し
得
ら
る
と
は
い
へ
る
。

山
川
公
平
課
税
上
|
|

地
方
骨
業
積
の
課
税
標
準

第
四
十
四
巻
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地
方
且
官
業
税
白
課
税
標
準

第
四
十
四
巻

第

競
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" 

付
昨
酷
能
公
卒

ー
、
純
益
と
の
一
均
衡

l
i外
形
標
準
に
も
色
々
あ
る
が
、
何
れ
も
共
か
ら
純
径
の
大
艇
の
大
さ
を
推
す
に
は
足
る
ョ

特
に
既
に
一
舷
、
純
毎
が
調
べ
ら
れ
て
居
る
上
に
、
も
一
つ
共
上
の
標
準
と
し
て
、
之
を
締
完
す
る
棋
控
と
し
て
此
が
用
ゐ
ら
る
込

一
居
布
意
義
で
あ
る

d

筒
々
の
具
際
的
の
例
で
は
純
谷
と
は
必
や
し
も
並
行
せ
ぬ
と
し
て
も
、
平
均
的
に
叉
永
い
時
の

と
き
に
は
、

附
に
つ
い
て
い
ふ
と
自
ら
大
関
の
均
街
ほ
と
れ
る
。
業
舗
の
異
る
に
よ
り
て
利
川
仕
事
に
相
法
が
あ
り

陥
つ

τ谷
川
栄
二
指
に
往
か
ね

と
い
ふ
と
と
は
彦
『
ゃ
い
刀
、
少
く
と
も
同
種
業
相
互
の
聞
に
て
は
此
に
て
釣
合
は
何
ら
れ
る
。
或
税
が
外
形
標
準
に
よ
る
と
し
て
或
種

の
業
者
に
と
り
て
過
重
と
い
ふ
こ
と
が
る
れ
ば
、
共
も
永
い
聞
に
は
‘
或
度
ま
で
共
負
婚
に
堪
へ
ら
れ
る
や
う
に
、
共
外
形
標
準
を

縮
少
す
る
の
努
力
が
行
は
れ
て
、
共
過
重
を
緩
和
す
る
や
う
に
な
る
。
特
に
同
種
業
者
中
の
箇
k

の
業
者
に
と
り
て
の
不
均
衡
は
、

永
い
聞
に
は
一
一
居
良
く
解
消
す
る
。
例
之
、
従
業
者
を
多
〈
使
ひ
過
ぎ
る
矯
め
に
税
が
純
盆
に
比
し
過
重
と
い
ふ
こ
と
に
な
れ
ば
、

自
ら
彼
は
人
減
し
を
行
ふ
こ
と
に
た
る
で
あ
ら
う
し
、
賃
貸
債
格
が
高
過
ぎ
る
矯
め
に
税
が
過
大
と
あ
れ
ば
、
共
の
安
い
庭
に
移
る

こ
と
に
た
る
し
、
資
本
が
過
大
と
る
れ
ば
、
此
も
遁
首
に
減
資
す
る
と
と
が
出
来
る
。
唯
だ
費
上
は
俄
令
此
に
よ
り
て
課
せ
ら
る
ha

矯
め
に
積
が
高
う
な
っ
て
も
、
之
を
減
や
る
と
い
ふ
と
と
は
業
者
一
と
し
て
忍
び
難
き
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
・
共
れ
で
も
殺
を
是
非

と
も
梯
は
な
け
れ
ば
左
ら
砲
と
な
れ
ば
、
共
税
の
控
へ
ら
れ
る
だ
け
寅
債
を
高
〈
し
、
又
は
差
益
を
大
か
ら
し
め
て
、
自
ら
責
上
減

少
を
飴
儀
た
か
ら
し
め
る
こ
と
に
も
た
る
。

2
、
資
産
重
課
1
1
1
外
形
標
準
中
に
で
も
、
特
に
資
本
金
額
に
よ
る
と
き
に
は
、
そ
し
て
之
を
遁
首
に
利
用
す
れ
ば

資
産
的
所
得
を
重
課
す
る
の
趣
旨
を
達
・
ず
る
こ
と
が
げ
来
る
と
い
ふ
乙
と
が
る
る
。
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3
、
平
準
作
用
|
|
特
に
叉
、
軍
一
の
外
形
標
準
で
な
く
し
て
、
幾
つ
も
の
共
に
よ
り
た
る
と
き
に
は
、
共
一
つ
ピ

に
よ
り
た
る
と
き
に
生
十
ぺ
き
不
公
平
を
平
準
す
る
と
い
ふ
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。

4
、
地
方
問
分
配
の
公
正
|
[
草
に
純
径
の
み
に
よ
り
た
る
と
き
に
は
、
・
之
を
ば
各
閥
係
地
方
に
分
配
す
る
ζ

と
の

六
っ
か
し
い
と
と
に
在
る
が
、
外
形
標
準
が
あ
る
と
、
之
に
よ
り
て
一
叫
営
業
に
属
す
る
敷
地
方
に
亙
る
各
営
業
所
へ
分
配
す
る
と
と

が
容
易
に
出
来
、
叉
相
常
に
公
平
に
此
が
行
は
れ
符
る
の
引
印
ち
外
形
標
準
中
の
物
的
元
素
と
人
的
元
素
と
の
重
さ
に
よ
り
て
分
け
る

と
と
が
出
来
る
。
又
、
之
に
よ
り
て
地
方
聞
の
東
複
課
税
も
避
け
符
ら
れ
る
。

( 1:1' ) 

月前吉
川‘"，'

fili': 
4、
'" 
'I'~ 一

般
に
l

l
い
ふ
て
地
方
枕
の
悠
谷
課
税
か
ら
し
て
は
、
純
訴
に
土
る
よ
り
も
、
外
形
標
準
に
よ
る
方
が
一
居

ー、

好
都
合
で
あ
る
。
此
友
れ
ば
或
替
業
が
純
益
が
た
か
っ
た
か
ら
と
い
ふ
て
、
或
地
方
か
ら
世
話
に
た
っ
て
置
き
た
が
ら
、
地
方
税
を

携
は
ぬ
と
い
ふ
ゃ
う
左
事
は
左
い
。

2
、
特
に
従
業
者
ー
ー
の
数
又
は
給
料
額
に
よ
る
も
の
が
あ
れ
ば
、

地
方
と
し
て
は
、
替
業
に
使
は
れ
る
使
用
人
叫
労

働
者
の
矯
め
に
地
方
粧
費
を
要
す
る
の
に
、
慮
中
る
と
い
ふ
上
か
ら
も
好
都
合
と
い
ふ
も
の
で
あ
&
。

同
財
政
牧
入
上
1

l
純
盆
に
よ
る
と
き
に
は
、
偉
業
事
情
の
愛
化
に
よ
り
て
其
純
盆
が
屡
身
動
揺
1
H、
随
つ
て
は
園
庫
牧

ス
を
動
揺
せ
し
め
る
こ
と
に
な
り
d

特
に
共
が
増
し
た
と
き
は
、
ま
だ
良
い
け
れ
ど
も
、
減
少
し
た
と
き
に
は
非
常
に
困
る
こ
と
に

在
る
の
に
、
外
形
標
準
に
よ
れ
ば
、
之
と
比
較
し
で
は
.
そ
ん
な
に
襟
準
が
動
か
や
‘
牧
入
の
動
揺
も
少
〈
て
消
み
、
牧
入
が
常
に

相
営
に
得
ら
れ
る
J

と
い
ふ
の
長
所
を
有
つ
。
特
に
外
形
棋
準
中
に
で
も
資
本
が
一
帯
、
動
揺
性
著
し
か
ら
や
、
猟
海
市
し
好
ん
で
此
資

地
方
且
官
業
税
申
課
税
標
準

第
四
十
四
巻

九

第

諸島

:九

制，前向， 158. 
keuter， 1..:1 double imposition et .1'ev3sion fis，;:J.le. p. 10. 

拙，前出， 155・
T~rr.;;iie~' 11. -;. O. S. :~S8. Lotz， J.. 3. O. G. 43~;. Brauer， <1. :1. O. S. 43・

Lot7.， 3.. l¥. O. S. 426 
Terli.aUe， a. :'l. O. S. 253. Brauer， a. :l. O. s. .1-4-45・

211 

22) 

23) 
24) 
25) 
26) 



地
方
管
業
税
由
謀
略
叩
標
準

第
四
十
四
巻

O 

O 

第

競

盟

本
と
い
ふ
外
形
標
準
を
用
ゐ
る
の
は
、
此
黙
に
重
き
を
置
く
か
ら
で
あ
る
。

間
経
済
政
策
上
1
1
1
純
一
廿
だ
と
、
税
務
官
が
自
ら
日
営
業
の
秘
密
に
も
立
入
り
、
取
締
を
厳
し
く
す
る
こ
と
に
友
り
、
管
業

者
に
と
り
て
不
快
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
管
業
妨
害
と
も
友
る
嫌
が
る
る
の
に
、
外
形
標
準
に
よ
れ
ば
此
の
如
き
心
配
は
左
い
。

共
上
に
も
、
外
形
標
準
だ
と
、
偉
業
者
に
於
亡
、
共
税
額
を
ば
後
め
営
業
費
と
し
て
計
算
し
て
か
ミ
る
こ
と
の
出
来
る
と
い
ふ
便
も

山

あ
る
。
営
業
者
に
於
て
同
一
一
課
税
総
準
か
ら
一
一
般
多
く
の
純
ハ
伎
を
息
げ
ゃ
う
と
思
っ
て
、

一
回
肢
の
努
力
を
刺
戟
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
こ

-〉、，。

ム」
t
L
4
k
y
m

同
税
質
上
l
l
l
別
に
一
般
所
得
税
が
あ
っ
て
、
之
を
怖
完
ず
る
の
枕
と
し
て
の
管
業
枕
と
い
ふ
こ
と
に
な
れ
ば
、
北
べ
が
所

得
税
よ
り
も
臭
っ
た
課
税
標
準
に
よ
る
と
き
に
有
意
義
で
あ
る
。
共
管
業
税
の
標
準
を
純
盆
卸
ち
所
得
に
よ
る
と
き
に
は
、
共
が
持

別
所
得
税
と
い
ふ
こ
と
に
な
り
、
つ
ま
り
、
所
得
税
と
重
複
し
、
共
補
完
税
の
意
味
を
失
ふ
や
う
に
な
る
。
共
賦
か
ら
し
て
は
、
む
し

ろ
之
が
標
準
を
外
形
標
準
に
し
た
方
が
一
唐
有
意
義
と
す
る
の
で
あ
る
。

(B) 
(い)共

(1) 園短
費税所
際附
純力[1
主主 役
f"C IZこ

よ 方を
るけ
もる
の純

長正

例
公
平
課
税
上
|
|
関
税
か
ら
い
へ
ば
此
に
て
先
づ
申
分
た
い
と
は
す
る
が
尚
共
れ
で
も
資
産
的
元
素
を
重
課
す
る
矯
め

の
補
完
枕
と
し
て
は
、
軍
に
純
徒
に
よ
る
と
い
ふ
の
で
は
、
共
幾
許
が
資
本
か
ら
生
じ
、
幾
許
が
持
力
か
ら
生
じ
た
か
を
確
め
る
こ

と
が
出
来
十
、
随
っ
て
純
釜
へ
の
一
律
課
税
に
て
は
物
足
ら
ね
と
い
ふ
と
と
が
あ
る
。
共
は
暫
ら
〈
措
く
も
、

4出，前出， I53 
Terhalle， a. a. O. S. 254-1.otz， a. ::t. O. S. 4~;~;. J3rauer， :1. :l.. O. S" 45・

拙，前出， 1 54. Brauer， 3.. 3.. O. S. 41. 
Lotz， a. il. O. S. 42-9・
拙，前出， 154 
Moll， a. a. O. S. 426-427・
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れ
リ
際
ハ
分
公
正
|
|
純
径
の
み
に
よ
る
の
で
は
、
地
方
の
利
(
飲
干
係
加
味
を
考
慮
す
る
地
方
枕
と
し
て
は
不
満
足
と
い
ふ

こ
と
が
あ
る
。
戎
相
前
大
資
本
を
も
っ
叩
営
業
が
‘
相
官
'T
ー
な
日
営
業
設
備
を
備
へ
、
多
人
数
の
使
用
人
を
使
ひ
、

E
額
の
商
品
材
料
を

運
送
し
て
、
共
地
方
に
、
道
路
、
教
育
、
枇
人
官
、
消
防
た
ど
の
費
用
を
勺
か
は
せ
友
が
ら
、
偶
々
或
年
に
純
絡
が
な
か
っ
た
と
い
ふ

て
之
を
賠
償
せ
ね
と
あ
っ
て
は
不
都
合
で
も
あ
り
、
特
に
却
っ
て
小
器
禁
者
が
地
方
営
業
税
に
よ
り
随
っ
て
純
盆
な
く
と
も
負
推
す

る
と
と
の
あ
る
の
企
比
佼
し
で
は
大
に
不
公
一
千
と
い
ふ
と
と
に
な
る
。

ー'ロ
地
方
分
配
l
l
そ
れ
か
ら
惇
設
を
草
に
此
の
純
徒
に
よ
り
て
課
す
る
と
き
に
は
、

或
帥
官
業
が
教
地
方
に
亙
り
て
設
業

川
を
も
ち
て
詩
山
認
す
る
η
b
h
探
陀
「
る
に
つ
い
ご

u

げ叫ハ

η
各
地
方
へ
の
公
一
小
た
る
分
配

η
J
ハ
っ
か
し
い
と
い
ふ
と
し
し
が
あ
る

G

山
川
牧
入
上
ー
ー
に
は
、
前
に
も
い
ふ
如
く
、
純
続
課
税
に
上
り
で
は
、
院
牧
入
が
年
に
よ
り
動
揺
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
あ

り
、
共
の
間
々
減
牧
す
る
が
如
き
は
地
方
に
と
り
で
は
特
に
困
る
事
で
あ
る
。

同
経
済
政
策
上

|
l外
形
襟
準
に
よ
り
た
る
場
合
の
如
く
、
同
一
標
準
か
ら
一
居
多
く
の
純
(
苦
得
ゃ
う
と
し
て
努
力
を

刺
戟
す
る
や
う
友
こ
と
は
な
く
、
而
も
晶
司
法
の
秘
留
に
立
入
ら
れ
る
の
沼
は
あ
り
、
外
形
機
準
の
如
く
抽
出
め
税
を
計
算
す
る
と
と
は

出
来
ゃ
、
管
業
者
の
経
替
を
不
利
友
ら
じ
め
る
も
の
が
あ
る
。

川
謀
役
技
術
上
|
|
成
程
、

一
部
の
偉
業
、
印
ち
公
一
不
義
務
あ
る
合
枇
等
に
て
は
純
一
位
を
見
出
す
こ
と
は
出
来
る
が
、
北
ハ

他
の
多
く
の
特
に
巾
小
山
常
業
に
で
は
純
後
を
見
出
す
と
と
は
頗
る
六
っ
か
し
い
。

ω推
定
純
徒
に
よ
る
も
の
此
は
我
邦
で
は
大
む
ね
寅
上
金
高
の
幾
分
と
い
ふ
こ
と
L
友
り
、
而
が
も
各
業
種
に
つ
き
相

常
手
加
減
し
て
定
め
る
か
ら
、
大
憾
の
公
平
は
得
ら
れ
る
と
も
見
ら
る
、
が
、
共
紋
貼
と
し
て
は

地
方
位
営
業
役
の
課
稔
標
準

第
四
十
回
答

第
一
一
読



地
方
替
業
校
の
課
税
標
準

第
四
十
四
巻

第

銃

川
町
平
準
作
用
快
乏

1
|外
形
標
準
を
ば
二
つ
三
つ
数
多
く
採
用
す
れ
ば
、

一
の
も
の
に
於
け
る
不
公
平
を
、
他
の
も
の
に

於
け
る
其
に
よ
り
て
或
度
ま
で
卒
準
し
緩
和
す
る
こ
と
が
出
来
て
、
甚
し
き
不
公
平
を
た
か
ら
し
め
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
此
の
唯

一
の
標
準
に
よ
る
と
き
に
此
作
用
が
行
は
れ
示
、
不
公
平
が
桜
端
と
な
る
恐
が
あ
る
。
例
之
‘
稀
・
友
例
だ
が
、
綿
糸
商
の
如
き
薄
利

念
品
百
業
で
は
一
年
貰
上
一
億
七
千
八
百
高
岡
、
純
袋
、
僅
に
三
十
六
高
五
千
闘
と
い
ふ
が
あ
る
。
純
(
金
が
買
上
の
一
一
割
に
も
営
る
や

う
た
営
業
ム
」
比

L
T
は、

一
律
巳
買
上
よ
り
の
推
定
に
よ
ら
れ
て
は
大
な
る
不
公
平
と
な
る
。

川
地
方
分
配
の
株
当
場
合

l
l
b
v一生
L
Y
る
と
い
ふ
と
と
も
あ
る
。

一
の
賀
J
高
を
制
日
市
と
す
る
と
き
に
、
或
管
業
の
数
多

コ色
3
ι
r町』

t
'
Wえ
ユ
〉
ら
払

4
Y
4
」
ル

U
A
F二
》

〆

-

戸

、

d
戸
R
F
J

引巧日

ut胡
喪
主

t
均ゴ
t並

HH1ト

1
z
J
T
L
て

此
各
地
方
に
分
配
し
て
課
税
す
る
に
つ
き
・
非
替
業
所
が
凡
ベ

τ販
費
一
所
在
れ
ば

筒
山
阜
で
あ
り
、
共
々
の
寅
上
高
に
よ
り
て
大
慌
の
公
平
は
得
ら
れ
る
が
、
此
が
一
管
業
所
は
販
賓
所
、
他
の
営
業
所
は
仕
入
車
門
官

東
に
他
の
も
の
は
製
浩
所
だ
と
い
ふ
と
き
に
は
、
寅
上
高
の
み
に
よ
り
で
は
分
配
が
出
来
ね
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。

ω推
定
に
つ
き
法
律
上
の
根
携
の
鮫
乏

l
l此
推
定
方
法
は
賞
際
に
は
巳
む
を
得
中
、
又
多
〈
の
揚
合
に
は
大
鰐
公
平
で

あ
り
得
る
の
で
る
る
け
れ
ど
も
、
而
か
も
北
ハ
は
法
律
上
の
根
憐
を
快
く
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
。
此
が
貧
際
に
便
宜
に
と
す
る
な
ら
ば

法
制
上
、
之
を
問
ゐ
る
を
得
る
こ
と
を
定
め
、
そ
し
て
共
推
定
の
し
方
を
も
指
定
し
左
け
れ
ば
な
ら
ね
。

ろ
道
府
鯨
税
に
於
け
る
三
の
選
揮

山
純
径
に
よ
る
も
の
ー
ー
に
つ
い
て
は
共
依
離
は
上
に
い
ふ
通
り
で
る
り
。

印
定
額
に
よ
る
も
の
|
|
は
技
術
上
に
は
便
利
で
る
る
こ
と
前
に
い
ふ
如
く
亡
が
、

ω公
平
及
枇
合
同
政
策
上
ー
ー
ー
か
ら
は
、
同
一
一
徹
を
課
せ
ら
る
る
も
の
ミ
聞
に
、
純
訴
に
於
て
可
な
り
の
大
小
不
同
の
あ
る



の
に
、
之
を
無
峨
す
る
の
で
、
不
公
平
で
ち
り
、
又
、
特
に
此
が
多
く
小
山
営
業
者
に
闘
す
る
の
で
特
に
枇
曾
政
策
上
に
も
不
都
合
と

す
べ
き
で
あ
る
。

か
h

、
る
た
荷
に
て
は
大
し
て
問
題
と
は
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
が
、
地
万
間
分
配
と
い
ふ
拙
か
ら
も
泊
正
な
る
標
準
を

快
く
と
と
に
た
る
。

川
経
済
政
策
上
ー
ー
に
は
戎
業
者
に
と
り
で
は
過
重
と
も
友
っ
て
、
共
設
展
を
阻
碍
す
る
と
い
ふ
と
と
も
起
り
得
る
。

(じ)
収:
入

l:i 

此
k
t
は
自
然
晴
牧
山
川
ほ
ら
れ
ぬ
と
い
ふ
不
利
が
あ
る
。

間
外
形
標
準
に
よ
る
も
の

心
ぺ
日
正

rM~
日
化
対
改
夜
ト
し
斗
同
凶
娯
位
「
主
川

w
pし
ち
沌
話
i
h
F

紘
一
日
せ
や
、

l

一

l

i

)

J

一一

J

A

-

-

I

1

7

IL: 
l!、

1沌
。訟

を
ョ|罪

す
る

dlf 

，、
二》
ウュ

し
u、川、
" 

ヌ
数
多
の
外
形
標
準
に
よ
れ
ば
、

一
の
も
の
¥
不
公
山
中
を
千
準
し
緩
和
す
る
と
も
い
ふ
が
、
此
の
知
き
こ
と
は
必
や
し
も
明

待
出
来
守
、
却
っ
て
或
偉
業
に
一
屠
過
東
と
友
ら
し
め
る
と
い
ふ
こ
と
も
あ
り
作
る
。
随
っ
て
枇
曾
政
策
上
特
に
小
偉
業
者
に
気
の

志
な
と
と
と
も
な
り
得
る
。

川
円
粧
済
政
策
上
1

l
矯
め
に
過
玉
県
の
負
拾
に
背
し
む
官
業
を
勝
記
す
る
と
い
ふ
こ
と
も
あ
る
し
、

ω牧
入
上
ー
ー
に
は
、

自
然
増
牧
が
純
徒
に
よ
る
と
比
し
て
は
、

得
雑
い
と
い
ふ
不
利
が
あ
る
。

第
二
段

i;!c 

.頁

案

前
段
の
記
述
か
ら
し
て
、
現
行
法
制
改
革
の
方
法
も
自
ら
明
か
で
る
る
。
私
の
此
に
つ
い
て
の
提
案
を
示
寸
前
に
、
少
し
く
外
岡

の
質
例
を
検
ぺ
て
見
る
。

地
方
偉
業
撹
の
諜
積
標
準

筑
間
十
四
巻

策

披

Bela Folues，江. a. O. S. 420. 33) 



地
方
瞥
業
殺
の
課
税
標
準

第
四
十
四
巻

四

第

銃

四

一
外
国
例

川
英
国
1
1
4
の
持
業
課
税
は
園
税
で
る
っ
て
、
地
方
税
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
共
闘
の
紫
業
所
得
課
税
に
て
は
勿
論
、
原
則
は
純

益
課
税
で
る
り
、
前
年
の
純
徒
に
よ
る
と
い
ふ
と
と
に
紅
り
、
共
総
牧
入
か
ら
費
用
と
し
て
引
〈
も
の
と
、
引
か
ざ
る
も
の
と
を
明

示
し
て
居
る
。
そ
し
て
共
利
径
と
い
ふ
の
は
普
通
の
賛
業
上
に
於
け
る
利
ハ
骨
と
す
る
も
の
と
は
多
少
臭
っ
た
も
の
だ
と
し
で
居
る
。

)
 

い
試
み
に
英
悶
訟
に
て
変
則
と
し
て
引
去
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
を
摩
ぐ
る
と
、

(
 日

九
品
定
日
白
骨
貯
〉
hF/
混同子、、

E
司
え
も
」
」
告
主
土
、
、
法
L
、、

r
i
t
E己

dl'lIFFytrV4引
b
o
小

1J

イ
t
F
r
;
4
4
7
;
i
i
'

同
省

l一

又
は
物
口
刊
の
仕
入
又
は
同
川
町
卵
、
〈
M

川
一
年
の
平
均
に
よ
る
、
間
神
間

什

H
u
m
U

出
納
め
迅
例
則
ゐ
ら
れ
た
と
伽
怖
を
起
へ
ざ
る
た
刊
に
で
)

印
貸
倒
れ
と
し
て
詮
明
さ
れ
た
る
も
の
、
並
に
共
々
に
貸
倒
と
な
る
べ
し
と
見
積
ら
る
L
度
に
て
疑
は
し
き
貸
金
c

間
専
ら
川
崎
商
業
用
と
な
る
(
住
庭
た
ら
ま
る
)
揚
所
の
賃
貸
料
。

仙
一
一
部
替
業
用
と
友
れ
る
住
家
の
賃
貸
料
の
一
部
(
通
例
三
分
二
を
超
へ
ざ
る
も
の
と
寸
)

間
一
専
ら
替
業
用
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
、
且
つ
住
庭
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
ざ
る
英
圏
内
の
附
営
業
場
所
の
年
債
値
(
但
し
際
主
揚
が
年
償
値

よ
り
も
安
き
賃
貸
料
を
梯
ふ
と
き
は
、
共
年
償
値
が
賃
貸
料
を
超
過
す
る
部
分
の
み
が
、
賃
貸
料
に
附
加
し
て
、
議
に
特
除
と
し
て

許
さ
れ
る
)

附
管
業
用
と
し
て
一
部
が
用
ゐ
ら
る
L
英
圏
内
の
住
所
の
年
債
値
の
一
部
に
し
て
羽
例
共
三
分
二
を
超
へ
ざ
る
も
の

(
但
し
住
家

が
年
債
値
よ
り
も
安
き
賃
貸
料
を
掛
ふ
と
き
は
、
許
さ
る
べ
き
年
債
依
の
部
分
は
、
白
に
幣
除
と
し
て
許
さ
れ
た
る
賃
貸
料
の
剣
ム
口

に
よ
り
て
減
却
せ
ら
れ
る
)

13-10 ed. p Spicer and Peg]er， Incomc tax _ilnd Sllper-ta:x 
Spicer and Pegler， 1. c. p. 85-88 
Spic巴rand Pegler， 1. c. p. 83 

34) 
35) 
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開
英
園
以
外
に
泣
か
れ
、
且
つ
侍
業
用
の
矯
め
に
用
ゐ
ら
れ
た
る
工
場
、
商
館
、
又
は
類
似

ω
崎
支
場
の
年
慣
他
の
九
分
一

同
法
人
利
得
税
、
超
過
利
得
税
、
又
は
石
炭
税
と
し
て
梯
は
れ
た
る
領
(
但
し
超
過
利
得
税
が
一
九
一
八
年
の
財
政
訟
の
規
定
の

み
に
よ
り
て
課
せ
ら
れ
、
且
つ
管
業
の
通
常
の
進
行
に
於
け
る
よ
り
も
以
外
の
偉
業
品
の
責
却
よ
り
生
じ
た
る
利
得
に
闘
す
る
も
の

を
除
〈
}

仙
川
廃
物
と
な
れ
る
装
置
又
は
機
械
を
取
替
る
潟
め
の
費
用
、
印
ち
新
に
取
替
へ
ら
れ
た
る
装
置
及
機
叫
刊
の
費
用
か
ら
、
か
L

る
装

世
又
は
機
織
の
腐
損
の
矯
め
に
既
に
潟
さ
れ
た
る
有
恕
の
棉
額
と
、
語
物
責
却
の
代
金
と
を
差
引
き
た
る
も
の

)
 

川
公
〈
』
つ
専
ら
町
民
立
用
の
鴎
め
ん
仏
出
さ
れ
た
る
北
べ
也
の
出
場
一
又
は
費
用

(ろ)
次 (11)
ぎ認
にめ
f空ら
除れ
と?と
しる
て老
認 駿
め基
ら金
れへ
なの
い@
も伊I
のの
は 年
、積

金

同
資
本
利
千
、

年
利
子
、

年
金
、

又
は
共
他
の
利
谷
中
か
ら
排
は
る
べ
き
年
々
の
支
梯
‘

又
は
特
許
刺
又
は
特
許
権
の
使
用
の
矯

め
に
携
は
る
L
額

ω営
業
主
へ
の
俸
給
と
し
て
又
は
帥
営
業
主
に
よ
る
買
上
と
し
て
捌
は
る
L
瀬

間
替
業
に
於
け
る
資
本
と
し
て
投
下
さ
れ
又
は
使
用
さ
れ
た
る
額
、
又
は
皆
来
上
り
取
除
か
れ
た
る
資
本
に
闘
す
る
相

仙
一
偉
業
場
の
改
良
に
費
さ
れ
た
る
額
、
又
は
土
地
建
物
、
又
は
賃
借
権
の
減
債
と
し
て
消
却
さ
れ
た
る
額

倒
見
官
業
と
結
付
か
ざ
る
又
は
営
業
か
ら
生
ぜ
ざ
る
お
失

山
川
被
課
税
者
、
共
家
族
、
又
は
住
庭
の
維
持
費
、
叉
は
北
パ
他
の
家
庭
的
又
は
私
的
目
的
の
矯
め
に
費
さ
る
L
額

地
方
替
業
稔
の
課
税
標
準

拍
車
四
十
四
谷

五.

Etb 

競

Ii 



地
方
管
業
税
の
課
税
標
準

第
四
十
四
巻

一
六

第

量定

占

ノ、

開
保
険
に
よ
り
叉
は
賠
償
契
約
に
よ
り
悶
復
す
べ
き
損
失

国
間
利
得
又
は
利
徒
に
つ
き
又
は
町
営
業
場
の
年
債
値
に
つ
き
英
国
所
得
税
と
し
て
排
は
れ
た
る
樹
、

叉
は
一
定
の
場
合
を
除
き
て
英

領
所
得
税
と
し
て
梯
は
れ
た
る
制
側
、
但
し
利
得
に
つ
き
共
の
生
や
る
場
庭
に
て
郷
は
れ
た
る
外
同
所
得
税
は
控
除
さ
る
L

と
と
あ
る

ぺ
し
。問

機
織
及
袋
泣
の
焼
損
料
、

え
ま
主
守
口
で
見
}
ト
式
、

一一対

l
f
f
f
y
u
控
f
一一

但
し
此
等
に
も
一
定
の
場
合
に
は
、

右
訟
が
申
請
に
よ
り
て
輿
へ
ら
れ

.... .，.:) 
0 

旧
制
側
逸
ー
ー
ー
で
は
、
地
方
管
法
税
に
於
て
、
課
税
標
準
の
選
揮
が
行
は
れ
る
。
人
山
品
目
、

ヴ
ユ
作
テ
ン
ベ
ル
ヒ
、

ハ
シ
プ
ル
ヒ
に
で

は
、
牧
径
が
主
た
る
課
税
樹
脂
準
と
さ
れ
る
。
そ
れ
で
も
特
に
普
に
て
は
、
主
要
な
る
此
標
準
の
外
に
、
資
本
と
給
料
額
と
を
補
充
と

し
て
用
ゐ
る
。

ハ
ン
プ
ル
ヒ
に
て
は
給
料
に
も
よ
る
。
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ベ
ル
ヒ
に
て
は
、
資
本
の
五
%
を
最
小
牧
径
と
見
倣
す
と
し
で

資
本
を
も
標
準
と
し
た
が
、
後
に
此
五
泌
を
六
%
に
改
め
、
北
(
外
、
例
外
的
に
給
料
額
を
も
標
準
と
し
た
。
句
タ
バ
イ
エ
ル
ン
、

ザ

ク

セ
ン
、

リ
ユ
ベ
ツ
ク
、
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ユ
ワ
イ
ヒ
に
て
は
、
牧
谷
と
資
本
と
が
同
等
に

リ
ユ
ベ
ツ
ク
に
て
は
、
給
料
に
も
よ
っ
て
居
る
ρ

チ
ユ

I
リ
ン
、
ケ
ン
、
パ
l
J
T

ン、

ヘ
ツ
セ
ン
、

相
並
ん
で
用
ゐ
ら
れ
る
。

に
チ
エ
ツ
コ
岡
ー
ー
の
器
禁
税
法
が
右
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ヒ
の
に
似
た
庭
が
る
り
、
純
一
位
に
よ
る
を
本
則
と
し
て
、
た
ピ
租
税
の

最
小
額
と
し
て
の
み
、
資
本
を
用
ゐ
、
共
標
準
税
率
は
、
純
一
命
の
百
分
二
・
五
と
し
、
北
ハ
の
第
一
の
三
高
ク
ロ
ー
ネ
に
は
百
分

0
・

五
を
課
し
十
四
高
ク
ロ

1
・
不
を
超
ゆ
る
も
の
に
は
百
分
四
を
課
す
る
の
ピ
が
、
資
本
が
十
高
ク
ロ
ー
ネ
以
上
の
と
き
に
は
、
税
は
資

本
の
千
分

0
・
五
を
下
る
之
と
を
得
や
と
し
て
居
る
。

Bleicher， 73 LichtensteinJ Die Finanzwirtschaft der deutscllen Grosstadte 
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川
門
悌
蘭
四
ー
ー
で
は

mw 

uw
地
方
税
に
あ
り
で
は
、
今
も
命
ほ
蓄
時
代
の
数
多
外
形
偵
準
へ
の
課
税
を
採
っ
て
居
る
が
、

ろ
岡
税
た
る
営
業
所
得
税
に
て
は

(1) 

般

tて

』主
賓
際
利
銃
i亡
よ

同
一
定
の
も
の

l
ー
に
は
、
邸
ち
政
府
の
監
督
確
に
従
ふ
舎
一
枇
よ
り
も
以
外
の
義
務
者
K
つ
い
て
は
、
年
寅
上
高
が
、
物
品

販
資
業
に
て
は
三
寸
寓
フ
ラ
ン
を
超
へ
ざ
る
場
合
、
北
ハ
他
の
企
業
に
て
は
年
取
引
高
四
高
法
主
超
へ
ぎ
る
と
き
に
は
推
定
利
益
に
よ

る
こ
と
に
な
る

t

此
場
人
叫
口

利
低
の
市
川
定
は
貸
定
官
に
よ
り
て
行
は
九
る
。

本
日
定
官
と
義
務
庁
ん
の
意
処
の

一
殺
し
な
い
と
企
に
は

寅
上
税
の
材
料
に
従
ひ
、
此
推
定
の
矯
め
の
地
方
委
員
舎
に
よ
り
て
定
め
ら
る
L

こ
と
に
友
る
。

一
旦
推
定
さ
れ
た
之
も
の
は
二
年

間
有
数
と
し
、
事
業
の
性
質
又
は
事
情
の
著
し
き
緩
化
に
よ
り
て
各
年
更
定
の
可
能
左
る
場
合
の
外
は
、
共
億
此
が
鱒
績
さ
れ
る
J

向
ほ
前
の
、
買
際
利
益
の
計
算
上
、
費
用
と
し
て
引
去
る
と
と
の
認
め
ら
る
L

の
は
、

山
管
業
用
不
動
産
の
賃
貸
偲
梅

ω各
種
営
業
の
慣
例
に
よ
り
て
一
般
に
認
め
ら
れ
た
る
減
債
消
却

間
企
業
の

E
常
の
費
川

で
あ (ft)
る42)器
。 業

の
ilt是
損

に
改
良
私
案

!
i私
は
以
上
の
所
設
に
基
き
て
、
左
の
如
き
も
の
が
改
良
案
と
し
て
至
営
だ
と
考
ふ
る
。

地
方
停
業
積
の
課
税
標
準

第
四
十
四
巻

七

第

披

七
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地
方
脇
田
業
統
の
課
税
標
準

第
四
十
四
巻

i¥. 

第

競

戸、

川
山
岡
税
器
業
収
益
税
(
及
随
っ
て
共
附
加
税
)
に
で
も
地
方
管
業
税
に
て
も
、
営
業
は
凡
べ
て
純
盆
に
よ
り
て
諜
す
る
を
原
則
と
し

昨
に
一
定
買
上
又
は
牧
入
高
(
例
之
、

一
高
国
)
以
下
の
個
人
替
業
に
て
は
、
法
規
上
に
共
純
円
分
を
買
上
高
又
は
牧
入
金
高
に
射
し
公

機
闘
に
上
り
て
各
業
に
勺
き
定
め
ら
れ
、
且
つ
年
々
多
少
づ
っ
時
情
の
樹
氏
化
に
舷
じ
て
修
訂
せ
ら
る
、
純
益
率
を
遁
用
し
て
推
定
す

る
を
得
る
旨
を
規
定
し
、
之
に
基
き
て
純
経
推
定
を
行
ふ
と
と
、
す
る
。

一
定
度
以
下
の
小
た
個
人
営
業
に
て
は
此
が
必
要
で
あ
り

そ
し
て
之
を
ば
行
政
官
の
恋
意
に
よ
り
て
行
は
や
、
法
規
に
従
ひ
公
正
に
行
ふ
ぺ
舎
一
も
の
と
す
る
。

川
更
に
地
方
悦
に
閲
す
る
だ
け
に
て
は
、
間
附
役
山
川
加
判
例
に
つ
い
て
も
地
力
特
別
税
に
つ
い
て
も
、
川
崎
w

誌
の
犬
小
主
問
は
や

ヘ
ア
丸
キ
ia

/

吋

ヘ

J
a
s
-

ル
/
く
と
も
法
人
営
業
友
、

一
高
闘
以
上
の
責
上
を
有
つ
犬
個
人
間
呂
菜
に
て
¥
税
が
資
本
紙
の
幾
分
一
に
し
て
給
料
額
の
麗
分
一
を
も

下
る
乙
ム
」
を
得
ざ
る
も
の
と
し
て
、
夫
の
純
谷
、
特
に
賓
際
純
日
分
に
よ
る
が
矯
め
に
、
無
純
徒
た
り
と
し
て
不
課
税
と
左
る
と
と
な

か
ら
し
め
夜
け
れ
ば
な
ら
ね
。
そ
し
て
共
は
常
に
各
葉
、

又
は
少
く
と
も
大
従
業
に
つ
き
て
営
業
の
物
的
及
人
的
一
冗
素
の
重
さ
を
調

ぺ
て
地
方
間
分
配
を
容
易
友
ら
し
め
る
と
と
に
も
友
る
。

結

論

以
上
要
之
、
我
聞
に
於
け
る
現
行
の
地
方
に
於
け
る
器
業
課
税
の
棋
準
は
共
に
相
官
の
都
議
理
由
配
有
つ
付
れ
ど
も
、
而
も
飲
附
附

も
あ
り
、
特
に
犬
管
業
に
つ
い
て
は
賞
際
純
谷
に
よ
る
矯
め
に
、
地
方
か
ら
不
課
税
と
な
る
の
不
都
合
を
生
や
る
恐
も
あ
り
、
地
方

附
分
配
の
公
正
在
る
標
準
を
有
ち
得
ざ
る
の
侠
臨
も
あ
り
、
小
管
業
に
つ
い
て
は
推
定
純
谷
に
よ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
ぬ
と
し
て
も

之
を
行
ふ
の
に
法
的
根
嫁
を
依
〈
の
弱
味
も
あ
る
か
ら
、
此
等
の
紋
陥
を
補
充
す
べ
き
改
正
を
行
ふ
の
が
至
首
で
あ
る
と
考
ふ
る
。


